
2022.9　公衆衛生情報 32

H
E
A
T
）に
係
る
人
材
育
成
と
複
合
災

害
等
健
康
危
機
管
理
に
お
け
る
I
C
T

の
活
用　

６
．I
C
T
を
用
い
た
国
際
化

に
も
対
応
す
る
保
健
活
動
に
お
け
る
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ンスフ
ォ
ー
メ
ー
ション（
D
X
）の
推

進
―
の
６
項
目
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

１
． 公
衆
衛
生
医
師
の
確
保
と
専
門
性
維

持
・
向
上
の
た
め
の
社
会
医
学
系
専

門
医
制
度
の
活
用

⑴
今
後
の
大
規
模
な
感
染
症
流
行
や

大
規
模
自
然
災
害
の
発
生
等
を
見
据
え

た
公
衆
衛
生
医
師
の
確
保
及
び
育
成
に
つ

い
て　

⑵
公
衆
衛
生
医
師
配
置
の
考
え
方

や
基
準
等
の
検
討
に
つい
て　

⑶
公
衆
衛

生
医
師
の
専
門
性
維
持
・
向
上
の
た
め
の

社
会
医
学
系
専
門
医
制
度
の
活
用
に
つい

て
―
の
３
項
目
に
整
理
し
て
要
望
し
て
い

ま
す
。

今
般
の
C
O
V
I
D
―
19
対
策
に
お
い

て
、
保
健
所
や
本
庁
に
勤
務
す
る
公
衆
衛

生
医
師
は
、
最
前
線
で
昼
夜
を
問
わ
ず

感
染
拡
大
防
止
や
患
者
対
応
業
務
に
従

副
会
長
・
渉
外
担
当
常
務
理
事（
小
職
）一

同
で
対
面
に
て
提
出
し
て
い
ま
す
。
要
望

書
は
例
年
と
同
様
、
重
点
要
望
と
一
般
要

望
に
よって
構
成
さ
れ
て
お
り
、
重
点
要
望

に
は
特
に
全
国
保
健
所
長
会
と
し
て
優
先

し
て
国
に
実
現
し
て
い
た
だ
き
た
い
事
項
を

取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
要
望

の
う
ち
、
特
に
重
点
要
望
の
内
容
に
つい
て

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

重
点
要
望

今
年
度
は
重
点
要
望
と
し
て
、
１
．公

衆
衛
生
医
師
の
確
保
と
専
門
性
維
持
・

向
上
の
た
め
の
社
会
医
学
系
専
門
医
制
度

の
活
用　

２
．保
健
所
の
人
員
配
置
の
強

化
に
つい
て　

３
．新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
の
経
験
を
踏
ま
え
た
健
康
危

機
管
理
事
態
に
対
応
で
き
る
保
健
所
の

体
制
整
備　

４
．新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
の
経
験
を
踏
ま
え
た
介
護
施

設
等
に
お
け
る
集
団
感
染
発
生
防
止
対

策
・
発
生
時
対
応
の
強
化
等
につい
て　
５
．

災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム（
D 

事
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
公
衆
衛
生

医
師
は
自
然
災
害
や
新
興
感
染
症
お
よ

び
集
団
感
染
事
例
や
大
規
模
食
中
毒
への

対
応
を
は
じ
め
、
国
民
の
健
康
増
進
を
推

進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
が
、

特
に
健
康
危
機
事
象
に
お
い
て
迅
速
な
対

応
を
可
能
と
す
る
の
は
、
指
揮
調
整
能
力

や
科
学
的
知
見
を
対
策
に
生
か
す
医
師

と
し
て
の
素
養
が
ベ
ー
ス
と
なって
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
状
多
く
の
保
健
所
で
は
所
長

１
人
の
み
が
医
師
で
あ
り
、
全
国
で
は
１

割
を
超
え
る
保
健
所
長
が
複
数
保
健
所

を
兼
務
し
て
い
る
状
況
が
長
期
間
続
き
、

公
衆
衛
生
医
師
の
確
保
は
急
務
で
す
。

全
国
保
健
所
長
会
で
も
地
域
保
健
総
合

推
進
事
業
等
を
通
じ
て
対
策
を
進
め
て
い

ま
す
が
、
国
に
お
い
て
も
公
衆
衛
生
医
師

の
確
保
と
育
成
に
つい
て
よ
り
いっ
そ
う
取

り
組
む
よ
う
要
望
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
各
自
治
体
で
は
C
O
V
I
D

―
19
対
応
を
全
庁
的
と
す
る
こ
と
や

I
H
E
A
T
に
よ
る
支
援
、
感
染
症
に
対

応
す
る
た
め
に
保
健
師
の
増
員
等
は
行
わ

れ
て
き
た
も
の
の
、
多
く
の
保
健
所
で
は

保
健
所
長
が
医
師
１
人
配
置
で
あ
る
た

め
、
医
学
的
判
断
も
含
め
た
指
揮
調
整
の

役
割
が
長
期
間
に
及
び
、
か
つ
全
国
的
な

流
行
で
相
互
の
支
援
・
受
援
体
制
も
構
築

で
き
な
かっ
た
た
め
、
業
務
を
交
代
す
る

人
員
が
い
な
い
と
い
う
課
題
も
あ
り
ま
し

た
。
未
来
の
新
た
な
健
康
危
機
事
象
に

は
じ
め
に

W
H
O
が
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ルス
感
染
症

（
以
下
、「
C
O
V
I
D
―
19
」と
い
う
）を

「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
衛
生
緊
急

事
態
」（
P
H
E
I
C
）と
宣
言
し
て
か
ら

２
年
半
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
感

染
対
策
の
目
標
は
暗
黙
の
う
ち
に「
ゼ
ロコ

ロ
ナ
」か
ら「
ウ
ィ
ズ
コロ
ナ
」に
シ
フ
ト
し
、

各
種
許
認
可
業
務
、
精
神
保
健
福
祉
法

や
食
品
衛
生
法
等
に
係
る
緊
急
対
応
な

ど
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
業
務
も
多
く

あ
る
中
、
各
保
健
所
は
業
務
の
優
先
順

位
付
け
と
取
捨
選
択
を
行
い
、
業
務
継

続
と
職
員
の
健
康
維
持
の
バ
ラ
ンス
の
判
断

と
調
整
に
苦
労
し
て
き
ま
し
た
。

今
年
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
６
月

末
に
国
に
対
し
て「
令
和
5（
２
０
２
３
）年

度
保
健
所
行
政
の
施
策
及
び
予
算
に
関
す

る
要
望
書
」（
以
下
、「
令
和
5
年
度
要
望

書
」と
い
う
）を
全
国
保
健
所
長
会
会
長
・

全
国

保
健
所
長
会

だ
よ
り

令
和
５
年
度

保
健
所
行
政
の
施
策
及
び

予
算
に
関
す
る
要
望
書

�

全
国
保
健
所
長
会
渉
外
担
当
常
務
理
事
／
盛
岡
市
保
健
所
長
　
矢
野 

亮
佑
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対
応
で
き
る
指
揮
調
整
体
制
を
構
築
す

る
た
め
、
公
衆
衛
生
医
師
を
一
定
人
数
育

成
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

育
成
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
も
踏
ま
え
、
各
保

健
所
に
医
師
を
複
数
配
置
す
る
な
ど
自

治
体
に
お
け
る
配
置
人
数
の
考
え
方
や
基

準
等
を
示
す
よ
う
要
望
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
医
学
系
専
門
医
に
つい
て

は
２
０
２
２
年
5
月
16
日
時
点
で
、
全
都

道
府
県
で
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
作
成
さ
れ
、

合
計
で
指
導
医
２
５
７
１
名
、
専
門
医

４
０
４
名
、
専
攻
医
３
８
２
名
と
な
り
、

公
衆
衛
生
医
師
の
確
保
と
専
門
性
の
維

持
・
向
上
の
た
め
重
要
な
制
度
と
し
て
定

着
し
て
き
て
い
ま
す
。
国
に
お
い
て
は
、
国

立
保
健
医
療
科
学
院
、
国
立
感
染
症
研

究
所
や
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等

が
主
催
す
る
研
修
に
つい
て
、
社
会
医
学

系
専
門
医
協
会
の
認
定
す
る
講
習
会
に

位
置
付
け
た
り
、
対
面
参
加
だ
け
で
な

く
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
参
加
も
併
用
し
た
り

す
る
な
ど
、
更
新
単
位
の
獲
得
への
協
力

を
要
望
し
て
い
ま
す
。

２
．保
健
所
の
人
員
配
置
の
強
化
に
つ
い
て

C
O
V
I
D
―
19
対
応
で
は
絶
対
的

な
人
員
不
足
が
課
題
と
な
って
い
ま
す
。

人
員
不
足
は
職
員
の
疲
弊
を
招
き
、心
身

の
不
調
に
よ
る
休
職
や
離
職
も
増
え
て
い

ま
す
。
未
来
の
健
康
危
機
事
象
に
対
応

す
る
た
め
に
、
保
健
・
医
療
専
門
職
の
み

な
ら
ず
事
務
職
の
増
員
も
着
実
に
実
施

さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
す
る
財
政

支
援
と
と
も
に
必
要
な
調
査
や
指
導
を

要
望
し
て
い
ま
す
。

３
． 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

の
経
験
を
踏
ま
え
た
健
康
危
機
管
理

事
態
に
対
応
で
き
る
保
健
所
の
体
制

整
備

⑴
新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ルス
感
染
対
策
に
係

る
保
健
所
の
体
制
整
備
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ンの
作
成
につい
て　

⑵
新
型
コロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
経
験
を
踏
ま
え
た

新
型
イ
ンフ
ルエン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
の

見
直
し
に
つい
て　

⑶
今
後
の
新
興
再
感

染
症
等
の
流
行
に
備
え
る
た
め
の
保
健
所

職
員
向
け
研
修
に
つい
て
―
の
３
項
目
に

整
理
し
て
要
望
し
て
い
ま
す
。

想
定
を
上
回
る
規
模
・
速
さ
で
感
染
拡

大
が
生
じ
た
C
O
V
I
D
―
19
の
第
５
波

や
６
波
に
お
い
て
は
、
保
健
所
外
か
ら
大

量
の
応
援
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
が
、
応

援
・
動
員
の
手
順
が
明
確
で
な
かった
こ
と

に
よ
り
、
人
員
確
保
を
円
滑
に
行
う
こ
と

が
難
し
かっ
た
保
健
所
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
フェー
ズ
ご
と
の
増
員
の
基
準
等

に
言
及
し
た
保
健
所
の
体
制
整
備
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
併
せ
て
、
内
閣
官
房
の「
市
町
村

行
動
計
画
作
成
の
手
引
き
」の
中
に
、
市

型
保
健
所
の
体
制
整
備
の
手
順
に
関
す
る

記
述
を
追
加
す
る
こ
と
も
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
パン
デ
ミッ
ク
を
踏
ま
え

て
、
新
型
イ
ンフ
ルエン
ザ
等
対
策
行
動
計

画
を
見
直
す
こ
と
と
、
そ
の
中
で
保
健
所

の
機
能
強
化
の
在
り
方
を
示
す
よ
う
要

望
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
未
来
の
新
興
再
興
感
染
症
等

の
流
行
に
備
え
、
今
回
のコロ
ナ
禍
に
お
け

る
各
自
治
体
の
対
応
につい
て
ま
と
め
、
そ

の
内
容
を
踏
ま
え
た
保
健
所
職
員
等
を

対
象
と
し
た
研
修
会
や
感
染
症
疫
学
の

研
修
を
、
結
核
と
同
様
に
国
が
地
域
ご
と

に
実
施
す
る
よ
う
要
望
し
て
い
ま
す
。

４
． 新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

の
経
験
を
踏
ま
え
た
介
護
施
設
等
に

お
け
る
集
団
感
染
発
生
防
止
対
策
・

発
生
時
対
応
の
強
化
等
に
つ
い
て

⑴
介
護
施
設
等
に
お
け
る
集
団
感
染

の
発
生
防
止
に
つい
て　

⑵
集
団
感
染
が

発
生
し
た
介
護
施
設
等
の
感
染
者
に
対

す
る
迅
速
な
医
療
の
提
供
に
つい
て　

⑶

入
院
協
力
医
療
機
関
退
院
患
者
の
介
護

施
設
に
お
け
る
受
け
入
れ
につい
て
―
の
３

項
目
に
整
理
し
て
要
望
し
て
い
ま
す
。

介
護
・
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
提

供
す
る
事
業
所
、
介
護
施
設
等
に
お
い
て

は
C
O
V
I
D
―
19
の
集
団
感
染
の
発
生

を
防
止
す
る
こ
と
、
ま
た
発
生
し
た
際
に

速
や
か
に
拡
大
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
が

重
要
で
す
。「
第
８
次
介
護
保
険
事
業（
支

援
）計
画
」に
お
い
て
、
事
業
者
・
施
設
開

設
者
等
に
は
、「
災
害
や
感
染
症
対
策
に
係

る
体
制
整
備
」に
取
り
組
む
こ
と
や
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
的
に
提
供
す
る
た

め
に
、「
災
害
や
感
染
症
に
係
る
業
務
継
続

計
画
」の
策
定
等
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
施
設
に
お
け
る
集
団
感
染
で

は
従
事
者
に
も
感
染
が
複
数
確
認
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
た
め
、
事
業
者
・
施

設
開
設
者
等
は
日
頃
か
ら
感
染
者
の
発

生
を
想
定
し
て
業
務
継
続
体
制
を
確
保

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
国
か
ら
も

介
護
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
等

に
対
し
て
、
事
業
者
・
施
設
開
設
者
等
が

行
う
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
施
設
入
所
者

の
感
染
防
止
お
よ
び
感
染
拡
大
の
防
止
、

有
事
に
備
え
た
業
務
継
続
に
係
る
取
り

組
み
を
支
援
す
る
働
き
掛
け
を
要
望
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
施
設
等
に
お
い
て
感
染
が
確
認

さ
れ
た
入
所
者
等
が
、
医
療
を
受
け
る
ま

で
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
課
題
と
なって

い
ま
す
。
施
設
等
に
お
い
て
は
、
感
染
防

止
お
よ
び
感
染
拡
大
の
防
止
に
係
る
取
り

組
み
に
加
え
て
、
平
時
よ
り
発
生
時
の
受

診
・
往
診
等
の
診
療
体
制
に
つい
て
も
嘱

託
医
や
協
力
医
療
機
関
等
と
申
し
合
わ

せ
し
て
お
く
こ
と
、
医
療
機
関
に
対
し
て

も
介
護
施
設
等
に
協
力
す
る
こ
と
を
働

き
掛
け
る
よ
う
要
望
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
退
院
基
準
を
満
た
し
た
も
の
の

廃
用
症
候
群
を
併
発
し
た
高
齢
者
等
が
、

長
い
期
間
、
入
院
協
力
医
療
機
関
に
滞



2022.9　公衆衛生情報 34

I
D
―
19
対
応
を
踏
ま
え
て
、
災
害
時
の

保
健
所
の
健
康
危
機
管
理
を
支
援
す
る

災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム

（
D
H
E
A
T
）の
研
修
項
目
に
感
染
症
対

策
を
追
加
し
、
D
M
A
T
や
I

 

H

 
E
 A 

T
の
協
力
に
よ
る
シ
ミュレ
ー
ション
等
を
実

践
研
修
に
つ
な
げ
る
な
ど
、
複
合
災
害
に

備
え
た
内
容
を
要
望
し
て
い
ま
す
。

災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム

活
動
要
領
に
つい
て（
健
健
発
０
３
２
９
第

１
号

令
和
4
年
３
月
29
日
）に
は
、
保
健

医
療
調
整
本
部
の
機
能
強
化
等
の
た
め
に

統
括
D
H
E
A
T
の
配
置
が
示
さ
れ
ま

し
た
が
、
近
年
の
大
規
模
自
然
災
害
発
生

の
頻
度
を
勘
案
し
す
べ
て
の
都
道
府
県
で

迅
速
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
、
国
と
し
て
人

材
育
成
を
積
極
的
に
図
り
、
さ
ら
に
発
災

時
早
期
か
ら
D
H
E
A
T
要
請
の
要
否

の
判
断
や
D
M
A
T
等
と
の
連
携
の
構
築

の
役
割
を
果
た
す
D
H
E
A
T
先
遣
隊

の
必
要
性
を
検
討
す
る
よ
う
要
望
し
て
い

ま
す
。

災
害
時
に
は
情
報
収
集
、
分
析
評
価

の
繰
り
返
し
に
よ
り
活
動
の
方
向
性
が
決

ま
り
ま
す
。
現
在
、
保
健
・
医
療
・
福
祉

の
分
野
横
断
的
な
情
報
共
有
を
図
り
、

迅
速
な
支
援
に
結
び
付
け
る
D
24
H（
災

害
時
保
健
医
療
福
祉
活
動
支
援
シ
ス
テ

ム
）が
稼
働
に
向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
D
H
E
A
T
が
自
ら
必
要
な

情
報
を
速
や
か
に
収
集
で
き
る
よ
う
、
十

分
な
情
報
通
信
機
器
の
装
備
と
訓
練
が

実
施
で
き
る
よ
う
予
算
措
置
を
要
望
し
て

い
ま
す
。

６
． I
C
T
を
用
い
た
国
際
化
に
も
対
応

す
る
保
健
活
動
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョン（
D
X
）

の
推
進

パン
デ
ミッ
ク
下
に
お
い
て
も
保
健
活
動

の
充
実
は
重
要
で
す
。
国
際
化
と
と
も
に

多
様
な
住
民
を
対
象
と
し
て
今
後
も

I
C
T
が
保
健
活
動
に
不
可
欠
な
も
の

と
な
って
い
く
こ
と
か
ら
総
務
省
等
関
係

省
庁
と
連
携
を
図
り
、
国
民
の
個
人
情

報
保
護
を
確
保
し
つつ
、
I
C
T
が
保
健

活
動
で
情
報
把
握
・
連
絡
調
整
等
に
有
効

に
利
活
用
で
き
る
よ
う
、
ま
た
各
自
治
体

で
通
信
制
限
、
情
報
の
収
集
制
限
等
の
問

題
が
生
じ
な
い
よ
う
環
境
整
備
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
各
自
治
体
に
対
し
ツ
ー
ル

整
備
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
リ
テ

ラ
シ
ー
の
意
識
啓
発
を
行
う
よ
う
要
望
し

て
い
ま
す
。

一
般
要
望

今
年
度
は
一
般
要
望
と
し
て
は
、
１
．

結
核
・
感
染
症
対
策　
２
．精
神
保
健
福

祉
対
策　

３
．医
療
安
全
対
策　

４
．口

腔
衛
生
の
推
進　

５
．難
病
対
策
―
の
５

項
目
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま

し
て
は
、
全
国
保
健
所
長
会
ホ
ー
ムペー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
い
る「
令
和
５
年
度
要
望

書
」を
ご
覧
く
だ
さ
い（http://w

w
w
.

phcd.jp/

）。

お
わ
り
に

今
年
度
は
オ
ミ
ク
ロン
株
B
A
・
１
や
2

に
よ
る
第
６
波
の
真
っ
た
だ
中
に
始
ま
り
、

本
稿
執
筆
時
は
全
国
的
に
B
A
・
5
に
よ

る
過
去
最
大
規
模
の
第
７
波
が
形
成
さ

れ
、
C
O
V
I
D
―
19
は
身
近
な
疾
患
に

な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、ワ
ク
チ
ン
接
種
が

進
ん
だ
こ
と
、
デ
ル
タ
株
よ
り
は
病
原
性
が

低
い
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
流
行
が
置
き
換
わっ

た
こ
と
、
診
断
や
治
療
への
ア
ク
セ
ス
が
確

立
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
50
歳
代

以
下
に
お
け
る
致
死
率
は
季
節
性
イ
ンフ
ル

エン
ザ
と
比
較
で
き
る
程
度
に
な
り
ま
し

た
。
事
実
上
あ
り
ふ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
に
なっ

た
今
、
保
健
行
政
や
一
部
の
医
療
機
関
が

中
心
的
役
割
を
担
う
フェー
ズ
は
す
で
に
過

ぎ
て
お
り
、
社
会
の
各
構
成
員
が
コロ
ナ
対

応
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
医
療
に
お
い
て
も

平
時
の
地
域
医
療
連
携
の
中
で
患
者
を
診

て
い
く
こ
と
が
大
切
に
なって
き
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
保
健
所
の
現
場
か
ら
公
衆

衛
生
の
最
前
線
で
直
面
し
て
い
る
課
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
全
国
保
健
所
長
会
と

し
て
国
に
必
要
な
施
策
等
に
つい
て
意
見

交
換
し
要
望
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
関
係
の
皆
さ
ま
に
は
引
き
続
き
ご
指

導
ご
鞭べ

ん

撻た
つ

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

在
す
る
こ
と
も
課
題
と
なって
い
ま
す
。
国

の
令
和
2
年
12
月
25
日
事
務
連
絡「
退
院

患
者
の
介
護
施
設
に
お
け
る
適
切
な
受

入
等
に
つい
て
」（
令
和
3
年
3
月
5
日
一

部
改
正
）に
よ
り
、
感
染
者
等
の
退
院
患

者
に
つい
て
、
退
院
基
準
を
満
た
す
場
合

に
は
適
切
な
受
け
入
れ
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
介
護
保
険
の
保
険
者
で
あ
る

市
町
村
等
お
よ
び
介
護
施
設
に
対
し
て
、

受
け
入
れ
に
関
し
、
さ
ら
な
る
働
き
掛
け

を
要
望
し
て
い
ま
す
。

５
． 災
害
時
健
康
危
機
管
理
支
援
チ
ー
ム

（
D
H
E
A
T
）に
係
る
人
材
育
成
と

複
合
災
害
等
健
康
危
機
管
理
に
お
け

る
I
C
T
の
活
用

⑴
D
H
E
A
T
事
務
局
と
連
携
し
た

研
修
の
充
実
強
化
に
つ
い
て　

⑵
統
括

D
H
E
A
T
の
育
成
に
つい
て　

⑶
D
 H 

E
A
T
資
機
材（
情
報
通
信
機
器
）の
標

準
化
につい
て
―
の
３
項
目
に
整
理
し
て
要

望
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
設
置
さ
れ
た
D
H
E
A
T
事

務
局
に
お
い
て
、
基
礎
編
と
高
度
編

D
H
E
A
T
研
修
の
各
々
の
役
割
と
相
互

の
連
続
性
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
受

講
者
が
受
講
し
や
す
く
、
実
践
的
に
地
域

へ
還
元
が
で
き
る
よ
う
な
研
修
の
企
画
や

開
催
回
数
の
確
保
、
基
礎
編
・
高
度
編
研

修
を
受
講
し
た
者
に
よ
る
各
自
治
体
で
の

研
修
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
予
算
措
置

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
C

 
O
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